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第９期香川県高齢者保健福祉計画の骨子（案） 

 

 

第１章 計画の策定に当たって 

○計画策定の趣旨 

・本計画の期間中には、団塊の世代が全員 75 歳以上となる令和７（2025）

年を迎えることとなる。 

・団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年頃まで、高齢者人

口は 30 万人前後で推移するものの、85 歳以上人口の急速な増加により医

療・介護双方のニーズを有する要介護高齢者の増加が見込まれることから

医療・介護の連携強化が必要。 

・令和 22（2040）年に向けては、生産年齢人口の減少が見込まれ、地域の高

齢者介護を支える人的基盤の確保が必要。 

・第８期計画に引き続き、地域包括ケアシステムの深化・推進に向け、介護

予防・健康づくり施策や認知症施策等に取り組むとともに、地域ごとの推

計人口等から導かれる介護需要等を適切に捉え、85 歳以上人口が急激に

増加する令和 22（2040）年を見据えた中長期的なサービス基盤の整備、人

的基盤の確保を計画的に図っていくことが重要。 

・要介護者等や世帯が抱える課題が複雑化・複合化しており、要介護者等の

生活全般の課題を解決するためには、障害者福祉や児童福祉など他分野に

関する制度や分野の枠にとらわれない有機的な連携を図ることが重要で

あり、地域のあらゆる住民が「支える側」「支えられる側」を超えて介護

予防や日常生活支援に取り組むことで「地域共生社会」を実現することが

求められている。 

・こうした現状や将来展望を踏まえ、高齢者の保健福祉分野に関し、本県の

目指す方向性や取り組む施策を明らかにする総合的・基本的な計画として、

第９期香川県高齢者保健福祉計画を策定する。 

 

○計画の位置付け 

・老人福祉計画（老人福祉法第 20 条の９）と介護保険事業支援計画（介護

保険法第 118 条）を「高齢者保健福祉計画」として一体的に作成するもの。 

・本県における総合計画の高齢社会対策に関する個別計画となるもの。 

・市町が策定する計画では、その地域の実情に応じてサービスの種類ごとの

見込量を定める。 

・県の計画では、市町ごとの見込量を積み上げて県全体のサービスの見込量

とし、見込まれるサービスの提供水準を確保する観点から、県内における

介護サービス基盤の整備方針、介護人材の養成確保・資質向上策、医療・

介護・介護予防・住まい・生活支援サービスが身近な地域で包括的に確保

される体制づくりなどについて定め、市町の計画を支援するもの。 
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○計画の期間 

・令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間 

 

○高齢者保健福祉圏域 

・「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指

針（案）」に基づき、保健医療サービスと福祉サービスの連携を図るため、

平成 30（2018）年３月に策定された「第七次香川県保健医療計画」にお

ける二次保健医療圏と合致させた３つの圏域を、高齢者保健福祉圏域と

して設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者保健福祉圏域 

高松市

丸亀市

坂出市

善通寺市

観音寺市

さぬき市

東かがわ市

三豊市

土庄町

小豆島町

三木町

直島町

宇多津町

綾川町

琴平町

多度津町

まんのう町

小豆高齢者保健福祉圏域 

西部高齢者保健福祉圏域 

東部高齢者保健福祉圏域 
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○計画の進行管理 

・関係部局間の連携 

・進捗状況の社会福祉審議会への報告 

 

 

第２章 高齢者を取り巻く現状と将来推計 ※第１回分科会資料等を基に作成 

○高齢者人口及び世帯の状況 

○平均寿命と健康寿命 

○要介護者等の状況 

○認知症高齢者の状況 

○県民の意識（令和４年度県政世論調査） 

○令和 22（2040）年度の見通し（要介護等認定者数の見込等） 

※市町推計の積上げ 
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第３章 基本理念、基本方針、施策体系 

○基本理念 

 

 

 

 

 

○基本方針 

 

 

・高齢者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよ

う、生涯を通じた健康づくりをはじめ、要介護状態等となることの予防や

要介護状態等の軽減、悪化の防止を推進することが必要。 

・高齢者が目標や生きがいを持って暮らせるよう、高齢者が地域で活躍でき

る環境を整えることが必要。 

 

 

 

 

・高齢者が、介護が必要な状態になったとしても、可能な限り住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、医療・介護・介護予防・

住まい・生活支援サービスが包括的に確保される「地域包括ケアシステム」

をさらに深化・推進し、「地域共生社会」の実現を目指すことが求められ

ている。 

・高齢者が住み慣れた地域で在宅生活を継続していくために必要な日常生

活支援の充実をはじめ、認知症施策の推進、医療と介護連携の推進に取り

組むとともに、高齢者の住まいの安定的な確保を図ることが必要。 

・いわゆる団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる令和 22（2040）年を見据え、

増加・多様化する介護サービス需要や、介護人材の担い手となる現役世代

の減少に対応するため、居宅サービスと施設サービスの役割分担やバラン

スを図りながら地域の実情に応じた介護サービスを充実することや、介護

人材の確保及び介護業務の効率化に係る取組みを中長期的な視点で強化

することが必要。 

 

 

 

 

・高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことができる

よう、災害対策、感染症対策の推進をはじめ、犯罪・悪質商法等からの保

護や交通安全対策の推進、高齢者虐待防止の体制整備など、関係機関と地

域が連携して、安全な暮らしの確保に取り組むことが必要。  

いきいきと暮らせる香川をつくる 

支え合いながら暮らせる香川をつくる 

安心して暮らせる香川をつくる 

住み慣れた地域で、健康でいきいきと働き、安心して暮らす香川の実現 
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○施策体系 

基本理念 基本方針 施策体系 

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、
健
康
で
い
き
い
き
と
働
き
、
安
心
し
て
暮
ら
す
香
川
の
実
現 

いきいきと暮

らせる香川を

つくる 

第１ 健康づ

くりと生きが

いづくり 

１ 生涯を通じた健康づくり 

２ 介護予防の推進 

３ 地域社会を支える重要な担い手として

の高齢者の社会参加の促進・生きがい

づくり 

支え合いなが

ら暮らせる香

川をつくる 

第２ 人にや

さしい地域づ

くり 

１ 地域における支え合いの仕組みづくり 

２ 在宅生活支援の充実 

３ 認知症施策の推進 

４ 誰もが暮らしやすいまちづくり 

第３ 介護サ

ービス等の充

実 

１ 地域包括ケア推進に向けた介護サービ

ス基盤の充実 

２ 高齢者向け住まいの充実 

３ 医療と介護の連携 

４ 効果的・効率的な介護給付の推進（第

６期介護給付適正化計画） 

第４ 地域包

括ケアシステ

ムを支える人

材の確保及び

介護現場の生

産性向上 

１ 地域包括ケアシステムを支える人材の

養成 

２ 介護・福祉人材の安定的確保 

３ 介護現場の生産性向上 

安心して暮ら

せる香川をつ

くる 

第５ 安全な

暮らしの確保 

１ 災害対策の推進 

２ 感染症対策の推進 

３ 防犯・交通安全対策の充実 

４ 高齢者虐待の防止対策の推進 
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第４章 施策の展開 

○施策体系に基づき、課題と個別の施策を整理（別添参考資料） 

 

 

第５章 圏域別の見込みと整備目標 ※市町推計の積上げ 

○高齢者数等の見込み 

○施設整備目標 

○介護サービスの見込量 

 

 

資料 

○計画の策定体制 

○用語の解説 
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第１ 健康づくりと生きがいづくり 

 

【課題】 

○ 高齢化が進行する中、平均寿命の延伸とともに、「自立して健康に暮らす」こと

のできる期間である健康寿命を延伸することが重要です。健康寿命の延伸に向け

て、生活習慣病対策を総合的に推進するほか、生涯を通じた健康づくりや生きが

いづくり、心身の衰えを予防・回復するための介護予防を進める必要があります。

また、生活習慣病対策と介護予防の連携の観点から、高齢者の保健事業と介護予

防の一体的な実施を推進する必要があります。 

 

○ 主要な死亡原因であるがん及び循環器疾患に加え、本県では糖尿病の死亡率や

受療率が高くなっていること糖尿病の発症や重症化予防に向けた栄養・食生活、

身体活動・運動等の個人の健康づくりの取組みに課題を抱えていることから、こ

れら生活習慣病の対策が重要です。 

 

○ 自殺者の４割程度が 60 歳以上であり、身体の病気やうつ病等の健康問題が主

な原因となっています。 

 

○ 要介護状態等になることの予防、軽減・悪化防止には、高齢者の運動機能や口

腔機能、栄養状態等の心身機能の向上だけでなく、生活機能全体を向上させ、活

動的で生きがいが持てるよう、日常生活における活動や社会参加を促し、生活の

質の向上を目指すことが求められています。 

 

○ 就労意欲のある高齢者が社会で役割を持っていきいきと活躍できるよう、雇

用・就業機会の確保を図る必要があります。 

 

○ 高齢者が地域社会において自立した生活を営むためには、生きがいを持って日

常生活を過ごすことが重要であり、生涯を通じた学習やスポーツに取り組める環

境を整備することが必要です。 

 

 

【施策の展開】 

１ 生涯を通じた健康づくり 

（１）生活習慣の改善 

・「健やか香川 21 ヘルスプラン（第３次）」に基づく生活習慣の改善 

・健康増進の基本的要素である栄養・食生活、身体活動・運動、飲酒、喫煙、歯・口

腔の健康等に関する生活習慣等の改善 

・8020 運動やオーラルフレイル対策の推進、歯科疾患の予防、口腔の健康づくりへの

取組み強化 

 

（２）生活習慣病の発症予防・重症化防止 

・がんや糖尿病等の生活習慣病の発症予防、重症化防止に向けた特定健診、がん検診

の受診率向上 

・がん患者や糖尿病患者等の療養生活の質の維持・向上 

・食事や健診の受診などの健康づくりの取組みの習慣化をとおした県民一人ひとりの

参考資料 
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健康づくり意識の醸成と主体的な健康行動の定着化の推進 

（３）こころの健康づくり 

・関係団体と協力した自殺予防策の推進 

 

２ 介護予防の推進 

（１）自立した日常生活への支援 

 ・地域全体への自立支援等に関する普及啓発、地域ケア会議や通いの場等への参加促

進や各医療専門職の派遣調整 

 

（２）要介護状態等になることの予防、軽減・悪化防止 

・担当職員研修等を通じた地域包括支援センターへの支援 

・地域の実情に応じた介護予防事業の実施に向けた研修や助言 

・ロコモティブシンドロームやフレイル等について、保健・医療・介護の連携による

総合的な予防対策 

・保健事業と介護予防の一体的な実施の推進に向けた支援 

 

３ 地域社会を支える重要な担い手としての高齢者の社会参加の促進・生きがいづくり 

（１）高齢者の雇用・就業機会の確保 

・高齢者の雇用確保に向けた周知 

・勤労意欲のある高齢者の就業環境の整備の要請 

・高齢者の多様な就業機会の確保に向けた取組み 

・シルバー人材センター事業の運営支援 

・県立高等技術学校、県立農業大学校による就業・就農支援 

 

（２）高齢者の生涯学習・生涯スポーツの機会の拡充 

・かがわ長寿大学の運営支援 

・大学と連携したキャンパス講座の受講機会の提供や「かがわ学びプラザ するする

ドットネット」による生涯学習情報の提供 

・ねんりんピック、県民スポーツ・レクリエーション祭への参加促進 

・総合型地域スポーツクラブの活性化支援 
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第２ 人にやさしい地域づくり 

 

【課題】 

〇 要介護者等や世帯が抱える課題は近年複雑化・複合化しており、要介護者等の

生活全般の課題を解決するためには、障害者その他の者の福祉に関する施策との

連携を図ることが重要であるとともに、重層的支援体制整備事業などによる障害

者福祉や児童福祉など他分野との連携を図るとともに、地域のあらゆる住民が役

割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できるコミュニティを育成し、公的

な福祉サービスと協働して、助け合いながら安心して暮らすことのできる地域共

生社会を実現する必要があります。 

 

○ 高齢者は、超高齢社会を支える貴重なマンパワーとして、その豊かな経験、知

識、技能を生かし、地域社会において積極的な役割を果たすことが期待されてい

ます。元気な高齢者をはじめとする地域住民が地域福祉の担い手となり、十分に

力を発揮できるよう体制を整備することが必要です。 

 

〇 80 歳代の高齢の親とひきこもりなど無職の 50 歳代の子どもが同居して生活が

困窮するなどのいわゆる「8050 問題」が深刻化しており、中高年のひきこもりの

状態にある人やその家族が孤立しないよう、社会全体で支援していくことが必要

です。 

 

〇 地域包括ケアシステム構築の深化・推進に向け、保険者である市町の機能を強

化するとともに、高齢者支援等のワンストップサービス窓口として中心的な役割

を担う地域包括支援センターの業務の質を高めるための体制整備を推進する必

要があります。 

 

〇 地域住民による多様な活動の展開を含む、地域における保健医療サービス及び

福祉サービスを総合的に整備することに加えて、地域ケア会議の開催を通じて、

多様な職種や機関との連携協働による地域包括支援ネットワークの構築を進め

ることが重要です。 

 

○ 高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができ

るよう、生活支援の体制を整備するとともに認知症高齢者の家族やヤングケアラ

ーを含めた家族介護者支援に取り組むことが必要です。 

 

○ 認知症は誰でもなりうるものであり、認知症の発症を遅らせ、認知症になって

も地域で安心して暮らせるよう、認知症に関する正しい理解の普及・啓発や見守

り、医療・ケア体制を充実させる必要があります。 

 

○ 認知症等により判断能力が不十分となった高齢者の権利を守るための取組み

を進める必要があります。 

 

〇 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、公共施設等のバリ

アフリー化、ユニバーサルデザインによるやさしいまちづくりが必要です。 
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【施策の展開】 

１ 地域における支え合いの仕組みづくり 

（１）地域共生社会の実現のための仕組みづくり 

 ・地域で支え合う仕組みづくりを促進するための普及啓発 

 

（２）地域で支える体制の整備 

・民生委員・児童委員の担い手確保と活動の充実 

・日常生活支援自立支援事業の広報・啓発活動、関係機関との連携強化 

・超高齢社会の重要な担い手である老人クラブの活動支援・加入促進 

・「高齢者いきいき案内所」の高齢者人材バンクなど人材の有効活用 

・ひきこもりサポーターの養成・派遣の推進 

・認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含めた家族介護者支援の推進 

 

（３）高齢者が地域で活躍できる環境の整備 

・「高齢者いきいき案内所」の効果的な活用による社会参加の促進 

・ホームページ「かがわ共助のひろば」を用いたボランティア・ＮＰＯのほか地域コ

ミュニティ、企業等の社会貢献活動を行う団体等に関する情報発信 

・知識・経験を生かしたボランティア活動の促進 

・農山漁村の高齢者の持つ優れた技術や知識・能力の伝承活動の促進 

 

 

２ 在宅生活支援の充実 

（１）市町への支援 

・地域包括支援センター職員の資質向上のための研修の実施 

・保険者機能強化推進交付金の活用による市町支援 

・データの活用促進を図るための市町支援 

・市町相互間の連携促進 

 

（２）地域ケア会議の推進 

・適切な運営に向けた市町職員への研修、先進事例の情報提供や助言、専門職の派遣

等による体制強化 

 

（３）生活支援の体制整備 

・介護予防・日常生活支援総合事業の実施に向けた市町への助言・支援 

・通いの場づくりを推進する市町の支援 

・生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議体の運営・機能強化 

・移動困難高齢者対策に係る市町への支援 

 

３ 認知症施策の推進 

（１）認知症への正しい理解や予防の普及啓発・本人発信支援 

・認知症サポーター及びキャラバン・メイトの養成 

・認知症に関する相談先の情報提供や本人発信支援 

・運動・栄養・社会交流の三位一体による認知症予防の推進 

 

（２）適時・適切な医療・介護等の提供 

 ・認知症地域支援推進員の質の向上や関係機関との連携強化 
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 ・実践的な研修による認知症高齢者に対する介護サービスの充実 

 ・認知症高齢者の早期発見や適切なケアを行うための連携体制の構築 

 ・認知症初期集中支援チームの円滑な運営支援 

 ・認知症サポート医の養成 

 ・もの忘れ相談医や認知症専門医療機関の情報提供 

・医療機関での認知症の人への適切な処置の実施に向けた研修の実施 

・県運転免許センターへの認知症の相談に応じる看護師の配置 

 

（３）若年性認知症の人への支援 

 ・若年性認知症支援コーディネーターを中心としたネットワークづくり 

 ・本人や家族の支援ニーズの把握と関係機関の理解促進や情報共有 

 

（４）認知症の人にやさしい地域づくり（認知症バリアフリー） 

 ・認知症サポーター等の活動（チームオレンジ）推進 

・認知症高齢者等の見守り体制の支援、民間団体も参加した「かがわ高齢者見守りネ

ットワーク」による情報交換や研修の実施 

  

（５）成年後見制度の利用促進 

 ・成年後見制度の普及啓発 

・関係機関と連携した利用促進 

 ・市民後見人の養成、社会福祉協議会による法人後見の実施支援 

 

 

４ 誰もが暮らしやすいまちづくり 

（１）バリアフリー環境の整備 

・「香川県福祉のまちづくり条例」に基づく公共的施設や公共交通機関等のバリアフリ

ー化の推進 

・「心のバリアフリー」についての啓発活動及び「情報のバリアフリー」のを推進する

ための人材確保 

・生活のデジタル化に戸惑いを感じる高齢者層をサポートするための講座を開催 

・「かがわ思いやり駐車場制度」の普及と適切な利用促進 

 

（２）ユニバーサルデザインの普及促進 

・ユニバーサルデザインに配慮したまちづくりの推進 

 

（３）交通手段の確保 

・利便性と結節性に優れた県全体の地域公共交通ネットワークづくり構築の推進 

・バス路線や航路の維持・確保を図るための支援 

・市町や事業者と連携した公共交通の維持・確保利便性向上、利用促進 
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第３ 介護サービス等の充実 

 

【課題】 

○ 令和元４（2019）（2022）年度県政世論調査結果によると約 4542％の人が「介

護が必要になっても、できる限り、現在の住まいや地域に住み続けたい」、約

3138％の人が「介護が必要になったときに、施設（特別養護老人ホームなど）に

入所したい」と回答しています。有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅

が多様な介護需要の受け皿となっている状況を踏まえつつ、令和 22（2040）年を

見据え、居宅サービスと施設・居住系サービスの役割分担や需給バランスを勘案

しながら基盤整備を進める必要があります。 

 

○ 利用者が安心してサービスを選択・利用できるよう、利用者に対する適切なサ

ービスの提供や利用者への分かりやすい情報提供が求められています。 

 

〇 市町が指定する地域密着型サービス事業所の増加に伴い、市町における指導監

督業務等の重要性が増していることから、市町が業務を適切に遂行できるよう支

援する必要があります。 

 

○ 地域においてそれぞれの生活のニーズにあった住まいが提供され、かつ、その

中で生活支援サービスを利用しながら個人の尊厳が確保された生活が実現され

ることが重要であることから、高齢者向け住まいにおける適切な事業運営など質

の確保を図る必要があります。 

 

〇 医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ高齢者が、可能な限り住み慣れた地域に

おいて継続して日常生活を営むことができるよう、在宅医療及び介護の連携の核

となる幅広い知識を有した人材の確保・効率的な養成を図りつつ、地域の関係機

関団体等と協働して在宅医療・介護連携を推進する必要があります。 

 

○ 適切なサービスの確保とその結果としての費用の効率化を通じて、県民の介護

保険制度への信頼を高め、持続可能な介護保険制度を構築する必要があります。 

 

○ 介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必要とする過不足

のないサービスを事業者が適切に提供するよう、保険者である市町と連携して介

護給付の適正化を推進する必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

１ 地域包括ケアの推進に向けた介護サービス基盤の充実 

（１）介護サービス提供体制の整備 

 ・居宅サービスと施設・居住系サービスの役割分担や需給バランスを勘案した計画的

な基盤整備 

 ・離島地域における介護サービスの確保 

 ・要介護者等に対するリハビリテーションの充実 

 

 ＜施設・居住系サービス＞ 

 ・有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況、要介護者の人数・利
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用状況等を勘案した基盤整備 

・介護療養型医療施設の廃止期限（2023 年度末）までの確実な転換 

  

＜居宅サービス＞ 

・市町と連携した必要な居宅サービスの確保、共生型サービスの推進 

・サービスの需給バランスを勘案した整備促進 

 

（２）介護サービスの情報提供の充実 

・かがわ介護保険情報ネット等を活用した情報提供 

・介護サービス事業者情報の公表推進 

・福祉サービス第三者評価制度、グループホームの外部評価制度の普及啓発と受審促

進 

 

（３）介護サービス事業の質の確保・向上 

・定期的な個別指導及び事業者全体に対する集団指導の実施 

・居宅介護支援の指定に関する市町支援 

・介護サービス事業者の指導・監査に関する市町支援 

・居宅サービスを併設している有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の一体

的な実地運営指導 

・労働環境整備の促進による良質な労働環境の確保 

 ・新型コロナウイルス感染症等に備えた感染症拡大防止策の周知・啓発 

 

２ 高齢者向け住まいの充実 

（１）高齢者向け住宅の普及 

・サービス付き高齢者向け住宅の県民に対する情報提供 

・適切な運営管理を確保するための指導監督 

・住宅セーフティネット制度等の情報発信 

・居住支援協議会等による居住支援活動の体制づくりの促進 

・建築士等による住宅相談の定期的な実施 

 

（２）養護老人ホーム及び軽費老人ホームの確保・充実 

・養護老人ホームにおける必要な定員の確保及び建替えの促進 

・軽費老人ホームにおける関係市町及び施設との連携及び必要な定員の確保 

 

（３）高齢者向け住まいの情報提供の充実とサービスの質の確保 

 ・県民に対する各施設を適切に選択するために必要な情報の提供 

 ・有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の設置状況等の市町への情報提供 

 ・有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅の入居者保護の施策強化、指導監

督の実施 

 

 

３ 医療と介護の連携 

（１）地域医療の充実 

 ・地域医療構想に基づく医療機能の分化と連携の推進、必要な医療の確保 

・「かかりつけ医」、「かかりつけ歯科医」、「かかりつけ薬剤師・薬局」の普及・定着 

・在宅医療を実践できる医療従事者の育成や資質向上、多職種連携の促進 
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・「かがわ遠隔医療ネットワーク（Ｋ－ＭＩＸ）」Ｋ－ＭＩＸ Ｒ（かがわ医療情報ネ

ットワーク）の参加医療機関の拡大、質の高い地域医療連携体制の構築 

・へき地への巡回診療や代診医師の派遣 

・訪問看護事業所のサポート事業 

 

（２）在宅医療・介護連携の推進 

 ・在宅医療・介護関係者に対する研修等の実施 

 ・在宅医療に携わるコーディネーターの養成 

 ・ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング）の普及促進 

 

 

４ 効果的・効率的な介護給付の推進（第６期介護給付適正化計画） 

（１）県が行う介護給付適正化事業の推進 

 ・「かがわ介護保険情報ネット」を活用した情報提供 

 ・指導監督体制の充実と介護給付適正化に向けた指導・啓発 

 ・主任介護支援専門員・介護支援専門員への研修によるケアマネジメントの適正化 

 ・認定調査員、介護認定審査会委員、主治医への研修による要介護認定の適正化 

 

（２）市町が行う介護給付適正化事業への支援 

 ・各市町における取組状況の把握・分析及びその結果を踏まえた助言 

 ・香川県国民健康保険団体連合会との連携による支援 

 ・ケアマネジメントに関する指導能力の向上を図るためのアドバイザー派遣 

 ・給付実績の具体的な活用方法に関する研修の実施 
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第４ 介護・福祉地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び介護業務の効率化現場

の生産性向上 

 

【課題】 

○ 現状の介護人材不足に加え、今後、介護人材の担い手となる現役世代の減少が

見込まれており、ますます増加・多様化する介護サービス需要に対応するし、地

域包括ケアシステムの深化・推進を図るため、利用者のニーズに的確に対応でき

る質の高い介護人材の安定的な確保が重要です。 

 

○ 介護保険の理念である自立支援に向け、各種の地域資源に精通するとともに、

さまざまなネットワークを活用し、利用者の心身の状況等に適したケアプランを

作成できる介護支援専門員をさらに増やすとともに、スキル向上のための支援を

行う必要があります。 

 

○ 在宅医療のニーズの高まりを受け、急変時の対応や看取り等さまざまな局面に

おいて看護師等の役割はますます重要となっており、現場のニーズに対応した看

護職員の確保が必要です。 

 

○ 介護の人材不足が懸念される中、賃金水準等処遇改善とともに、将来の担い手

である若者に「選ばれる業界」となるための介護の仕事の魅力向上や、多様な人

材の参入促進など、人材の安定的な確保に向けた取組みを一層推進する必要があ

ります。 

 

○ 今後、増加すると見込まれる外国人介護人材が、介護現場において円滑に就労・

定着できるよう、その受入体制を支援する必要があります。 

 

○ 介護離職を防止するため、介護に取り組む家族等への支援技術も含め介護支援

専門員の資質向上を図る必要があります。 

 

〇 利用者の安全確保と介護職員が働きやすい職場を作るために、介護現場のリス

クマネジメントを推進する必要があります。 

 

○ 介護現場の生産性向上を図るため業務改善や文書量削減、ロボット・ＩＣＴの

活用の推進等による業務の効率化に係る取組みを強化する必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

１ 質の高い地域包括ケアシステムを支える人材の養成 

・関係機関と連携した人材の養成 

・資質の向上を図るための研修の実施 

 

２ 介護・福祉人材の安定的確保 

（１）介護・福祉分野への就業を希望する者に対する支援 

・小・中・高校生を対象とした出前講座や介護・福祉職場体験等の実施 

・キャリアパスの構築支援、介護に関する進路相談や就職相談の実施 

・適切な介護職員初任者研修の受講に係る経済的負担軽減が実施されるよう必要な助

- 15 -



言、指導の実施することによる介護職場への定着促進 

・ 

・福祉人材センターによるマッチング機能の充実強化、潜在的有資格者や離職者等に

対する再就業の働きかけ 

・介護の専門的技術を広く周知するための介護技術コンテストの開催や関係団体が実

施する介護の魅力 PR 事業の支援 

・公共職業安定所等と連携した総合的な就労支援 

 

（２）魅力ある職場づくりの支援 

・社会福祉施設職員等退職手当共済事業に対する助成 

・介護職員の定着を図るための管理者研修の実施 

・新人職員を激励するための合同入職式の開催 

・介護職員処遇改善加算等の新規取得や上位区分の加算取得に向けた専門的な相談員

の派遣事業所支援 

 

（３）介護離職の防止に向けた人材育成 

 ・働きながら介護に取り組む家族等を支援するため、介護支援専門員のマネジメント

力の向上を図るための研修を実施 

 

（４）多様な介護人材の確保・育成 

 ・介護未経験者が基本的な知識や技術を学ぶための入門的研修の実施 

 ・地域の元気な高齢者等を介護助手として育成しの求人の周知や、介護事業所とのマ

ッチングを行い、介護助手の普及に取り組み、多様な人材の参入を促進 

 ・外国人介護人材の介護能力向上のため、地域における中核的な受入施設が行う集合

研修の実施が円滑に就労・定着できるよう、必要とされる知識・技術の習得を支援 

 

（５）介護現場の安全性確保及びリスクマネジメントの推進 

 ・介護施設・事業所等における事故対応マニュアル整備、事故発生時の報告について

指導 

 

３ 介護業務の効率化介護現場の生産性向上 

 ・介護業務の負担軽減や業務効率化のための介護ロボットや ICT の導入支援 

 ・業務改善に取り組む介護事業所への支援 

 ・文書負担軽減に向けた取組み 

 ・介護現場革新のワンストップ窓口の設置等に関する調査・研究の実施 
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第５ 安全な暮らしの確保 

 

【課題】 

○ 地震や風水害等大規模災害を想定し、必要な防災情報をより迅速かつ的確に提

供できるようするとともに、円滑な避難につなげるため、情報伝達体制や避難体

制の充実・強化を図るとともにほか、避難体制の整備、建物の耐震化等の予防策

を講じる必要があります。 

 

〇新型インフルエンザ等感染症等の新たな感染症が発生した場合においても高齢

者施設における療養者へ必要な医療をサービスが提供できるよう体制をの構築

するとともに、平時から、感染症発生時でも必要なサービスを提供できるよう資

材の備蓄を行う必要があります。 

 

○ 巧妙化・悪質化する特殊詐欺等の被害者は、高齢者が多くを占めていることか

ら、高齢者自身の防犯意識の向上を図るとともに、地域社会における絆の強化を

図る必要があります。 

 

○ 交通事故全体の発生件数が減少傾向にある中、高齢者が関係する事故の割合は

増加傾向にあることから、高齢者の特性や加齢等に応じたきめ細やかな対策を講

じる必要があります。 

 

○ 家庭や施設における虐待を防止するため、早期発見及び支援のための体制を強

化する必要があります。 

 

 

【施策の展開】 

１ 防災災害対策の推進 

（１）災害情報の伝達体制の整備 や避難体制の充実・強化 

・避難行動要支援者名簿の更新や名簿情報の避難支援等関係者への提供 

・市町における避難行動要支援者個々の実情に応じた個別避難計画の作成促進 

・防災情報メールや防災アプリ等を活用した情報伝達体制の充実強化、市町における

複数の手段を活用した情報伝達体制づくりの支援 

・自主防災組織の結成促進とアドバイザー派遣や地区防災計画の策定支援などによる

活動の活性化カバー率の一層の向上及び自主防災組織の充実・強化 

・災害時に支援を必要とする高齢者の避難先となる介護保険施設の情報提供 

・在宅高齢者の災害時の円滑な避難に向けた地域包括支援センター職員及び介護支援

専門員への研修の実施 

 

（２）福祉避難所の指定、ボランティア支援体制整備の促進 

・福祉避難所の指定やマニュアル策定に向けた市町の取組支援 

・ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）の派遣等による避難生活中の生活機能の低下等の

防止 

・災害時におけるボランティア活動の円滑・効果的な実施のための活動環境の整備促

進 

・災害時におけるボランティアの受付や調整等の支援 
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（３）施設・住宅の耐震化、避難計画策定等の促進 

・介護保険施設の耐震化や避難計画の策定促進、施設間における災害時の応援協定の

締結促進 

・施設整備に当たり、各種災害に備えた対策を講じるよう指導 

・民間住宅の耐震化促進及び普及啓発 

 

２ 感染症対策の推進 

・感染症や事故防止について県が策定したマニュアルの周知徹底 

・新型インフルエンザ等対策行動計画との調和に配慮した感染症に備えた取組み 

 ・新型インフルエンザ感染症等の新たな感染症が発生した場合において、高齢者施設

における療養者への医療提供体制の整備 

 

３ 防犯・交通安全対策の充実 

（１）犯罪、悪質商法等からの保護 

・ヨイチメール県のメールマガジン等を活用した情報提供、地域安全情報の積極的な

提供、地域防犯ボランティアの活動支援 

・関係機関等と連携した防犯活動の開催、振り込め詐欺撃退装置の普及促進、特殊詐

欺被害防止キャンペーン等の広報啓発活動の推進 

・高齢者に重点を置いた防犯教室の実施 

・高齢者本人や家族、介護サービス事業者介護支援専門員等の見守る人も対象とした

消費生活講座の開催 

 

（２）交通安全対策の推進 

・参加・体験・実践型の交通安全教室の開催、高齢者交通指導員による指導、交通安

全ボランティアの世帯訪問による交通安全教育の推進 

・関係機関等と連携した交通安全意識の高揚 

・高齢者運転免許卒業者優遇制度の充実 

・バリアフリーに配慮した歩道の計画的整備など安全確保のための整備 

・見やすく分かりやすい道路標識やバリアフリー対応型信号機等の整備 

 

４ 高齢者虐待の防止 

（１）高齢者虐待防止に向けた広報・普及啓発等 

・高齢者虐待防止の普及啓発 

・介護施設等の職員等を対象とした権利擁護に関する研修の実施 

 

（２）ネットワークの構築・行政機関の連携 

・市町が構築する「高齢者虐待防止ネットワーク」の体制整備の促進 

・「養介護施設事業者等による高齢者虐待の防止・対応マニュアル」に基づく、虐待事

案の迅速かつ的確な対応 

・市町の対応力強化に向けた支援 

 

（３）虐待についての相談・支援 

 ・市町が虐待対応困難事例への初期対応について気軽に相談できるよう、香川県社会

福祉士会と連携した専門職による相談窓口の設置 

・虐待対応業務に従事する市町、地域包括支援センター職員に対する専門研修の実施 
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基本指針（案） 

 

～令和５年７月 31 日 

全国介護保険担当課長会議資料より～ 
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施策体系の変遷（第８期→第９期） 
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第８期計画の施策体系 第９期計画の施策体系（案）

基本理念 基本方針 基本理念 基本方針

１ 生涯を通じた健康づくり １ 生涯を通じた健康づくり

２ 介護予防の推進 ２ 介護予防の推進

２ 在宅生活支援の充実 ２ 在宅生活支援の充実

３ 認知症施策の推進 ３ 認知症施策の推進

４ 誰もが暮らしやすいまちづく
り

４ 誰もが暮らしやすいまちづくり

１ 介護サービス基盤の充実
１ 地域包括ケア推進に向けた介護
サービス基盤の充実

２ 高齢者向け住まいの充実 ２ 高齢者向け住まいの充実

１ 質の高い人材の養成
１ 地域包括ケアシステムを支える
人材の養成

２ 介護・福祉人材の安定的確保 ２ 介護・福祉人材の安定的確保

３ 介護業務の効率化 ３ 介護現場の生産性向上

１ 防災対策の推進 １ 災害対策の推進

２ 防犯・交通安全対策の充実 ２ 感染症対策の推進

３ 防犯・交通安全対策の充実

４ 高齢者虐待の防止対策の推進

第５ 安全な暮
らしの確保

３ 高齢者虐待の防止

支え合いながら
暮らせる香川を
つくる

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

自
分
ら
し
い
暮
ら
し
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
香
川
の
実
現

いきいきと暮ら
せる香川をつく
る

第１ 健康づく
りと生きがいづ
くり

住
み
慣
れ
た
地
域
で
、

健
康
で
い
き
い
き
と
働
き
、

安
心
し
て
暮
ら
す
香
川
の
実
現

いきいきと暮ら
せる香川をつく
る

３ 高齢者の生きがいづくり

第４ 介護・福
祉人材の確保及
び介護業務の効
率化

安心して暮らせ
る香川をつくる

第５ 安全な暮
らしの確保

安心して暮らせ
る香川をつくる

施策体系 施策体系

第１ 健康づく
りと生きがいづ
くり ３ 地域社会を支える重要な担い手

としての高齢者の社会参加の促
進・生きがいづくり

第４地域包括ケア
システムを支える
人材の確保及び介
護現場の生産性向
上

第２ 人にやさ
しい地域づくり

１ 地域における支え合いの仕組
みづくり

支え合いながら
暮らせる香川を
つくる

第２ 人にやさ
しい地域づくり

第３ 介護サー
ビス等の充実

第３ 介護サー
ビス等の充実

３ 医療と介護の連携

４ 効果的・効率的な介護給付の
推進（第５期介護給付適正化計
画）

４ 効果的・効率的な介護給付の推
進（第６期介護給付適正化計画）

１ 地域における支え合いの仕組み
づくり

３ 医療と介護の連携

参考資料２


